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１ 病院への入通院・高齢者施設等の利用状況の確認

相談者が自宅で居住していても定期的に病院に入通院している場合や、相談者が高
齢者施設等で居住している場合に必要となる死後事務について確認します。
また、病院や高齢者施設等との関係で、身元引受人（身元保証人ということもあり

ます。以下「身元引受人等」といいます。）が存在している場合には、身元引受人等の
補助業務として死後事務委任契約で対応すべき事項の有無を確認します。

(１) 自宅に居住し病院に入通院している場合

相談者が自宅に居住しつつ病院に通院している場合、死後事務として受任できる事
務には、医療費の支払・精算が挙げられます。また、病院に入院し、入院中に死亡し
た場合には、相談者本人の遺体・遺品の引取り、医療費の支払・精算の必要が生じま
す。
相談者本人（被相続人）の死亡により、相続が開始すると、相続人は、相続開始の

時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します（民896）。
病院に対する未払の医療費は、相続債務に該当しますので、死後事務委任契約の受

任者が当然に弁済することはできず、医療費の支払・精算の委任を受ける場合には、
死後事務委任契約において、相続債務（医療費）の弁済についての定めを置いておく
必要があります。
その他の事項の対応については、身元引受人等が存在している場合には、本来は、

身元引受人等が自身の義務として対応するのが原則ですが、必要に応じ、死後事務委
任契約の受任者が、身元引受人等を補助するということも考えられます。

(２) 高齢者施設等に入居している場合

相談者が高齢者施設等に入居している場合、相談者本人の死亡により、高齢者施設
等での入居契約は終了しますので、相談者本人の遺体・遺品の引取り、未払の施設利
用料等の支払・精算の必要が生じます。
高齢者施設等に対する未払の施設利用料等は、相続債務に該当しますので、死後事

務委任契約の受任者が当然に弁済することはできず、施設利用料等の支払・精算の委
任を受ける場合には、死後事務委任契約において、相続債務（施設利用料等）の弁済
についての定めを置いておく必要があります。
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その他の事項の対応については、身元引受人等が存在している場合には、本来は、

身元引受人等が自身の義務として対応するのが原則ですが、必要に応じ、死後事務委

任契約の受任者が、身元引受人等を補助するということも考えられます。

２ 身元引受人等の有無の確認

病院に入院する場合や高齢者施設等に入居する場合、身元引受人等が求められるこ

とが一般的です。

(１) 身元引受人等の役割

病院や高齢者施設等が身元引受人等に求める役割としては、①緊急時の連絡先とな

ること、②入院中・入居中に必要な物品の準備をすること、③医療費・施設利用料等

の支払・精算に応じること、④退院・退去時の支援、相談者本人が死亡した場合の遺

体・遺品の引取り、葬儀の手配をすること等があります。

なお、医療行為への承諾、治療方針への同意については、相談者本人の一身専属性

が極めて強いものであるため、本来は、身元引受人等の第三者に承諾・同意の権限は

ないものと考えられます。

(２) 身元引受人等になれる者

相談者の子ら親族が近くにいる場合であれば、その親族が身元引受人等になること

が多いでしょう。

しかし、少子高齢化の進展に伴い、高齢単身世帯が増加するとともに、頼ることの

できる親族がいなかったり、身元引受人等となってくれる親族がいなかったりするこ

とも多くあるため、そうした高齢者をサポートするサービスとして、身元保証サービ

スを提供している事業者も近年増えています。

(３) 身元引受人等が存在する場合の死後事務委任契約

病院や高齢者施設等との関係で、相談者本人の死亡後、死後事務として対応するこ

とが考えられる委任事務（相談者本人の遺体・遺品の引取り、医療費・施設利用料等
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の支払・精算等）は、本来は、身元引受人等に求められている事務であるともいえま

す。もっとも、身元引受人等が存在している場合であっても、身元引受人等が高齢で

あるなどの理由で機動的に対応することがかなわない場合等、身元引受人等がその全

てに対応することが難しい状況も考えられ、そうした場合には、死後事務委任契約に

おいて、身元引受人等の補助業務を委任事務とすることが考えられます。

(４) 身元引受人等が存在しない場合の死後事務委任契約

相談者が病院への入院や高齢者施設等への入居はしておらず、身元引受人等が存在

しない場合に、自宅等から救急搬送後入院となり、そのまま死亡するというケースも

想定されるため、死後事務委任契約において、病院に対する医療費の支払・精算につ

いての定めを置いておきたいとの希望があることも考えられます。

ケーススタディ
【ケース１】

Ｑ 近親者がおらず、身元引受人等となる者がいない場合、病院への入院・高齢者

施設等への入居はできないのでしょうか。

Ａ １ サービス提供の拒否

病院や介護保険施設に関する法令上は、身元引受人等を求める規定はなく、正

当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされています。す

なわち、病院への入院・高齢者施設等への入居を希望する者に身元引受人等がい

ないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しないとされています。

２ 入院費や施設利用料等の支払の担保

入院費や施設利用料等の支払に関して、入院・入居時に預託金を支払う、クレ

ジットカードによる支払の選択をする、日常生活自立支援事業の日常的な金銭管

理サービスを利用するなどの方法により、支払の問題については解決できること

があります。

また、社会福祉協議会による日常生活自立支援事業の利用により、福祉サービ

ス等の利用援助やそれに伴う日常的な金銭管理の実施を受けることも可能である

ため（ただし、日常生活自立支援事業は、身元引受人等の立場での契約はできま

せん。）、身元引受人等がいない場合でも、例外的に病院への入院・高齢者施設等
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への入居が認められる余地はあります。そのためには、地域包括支援センターや
民生委員等が相談者本人と継続的に関わり、身元引受人等がいなくとも身元引受
人等に求められる事項に対応できるための方策を協議していく必要があると思わ
れます。

【ケース２】

Ｑ 民間の身元保証等高齢者サポートサービスの利用を検討しています。事業者を
選ぶに当たってはどのような点に気を付けるべきでしょうか。

Ａ １ 身元保証等高齢者サポートサービス提供事業者
一人暮らしで頼れる親族がいない高齢者を対象とした身元保証等高齢者サポー

トサービスを有償で提供する事業者が増えています。
身元保証サービスのほか、日常生活支援サービスや死後事務サービス等も提供

している事業者が多いようです。
２ 事業者の選択
もっとも、これらのサービスを提供している事業者が、将来も存続しており、

必要となるときに頼りになるという保証はありませんので、身元保証等高齢者サ
ポートサービスを利用する際の事業者の選択は慎重に行うべきでしょう。
具体的には、①相談者が必要とするサービス内容は何なのか、②相談者に必要

なサービスの提供は受けられるのか、③サービスの利用に必要な利用料金は妥当
なものかといった項目をチェックし、相談者のニーズに合った事業者であるのか
慎重に確かめましょう。必要に応じ、地域包括支援センターや消費生活センター
等へ相談することも有用です。
３ 身元保証等高齢者サポート事業の実態調査
高齢単身世帯や高齢夫婦のみ世帯の増加に伴い、親族による支援を受けること

が困難な高齢者を対象に、病院への入院時や高齢者施設等への入居時の身元保証、
日常生活支援、死亡後の対応等のサービスを行う「身元保証等高齢者サポート事
業」が出てきており、今後需要がさらに高まる見込みがある一方で、事業者の経
営破綻に伴うトラブルも発生しており、利用者が安心できるサービス・事業者の
確保が課題となっています。総務省は、消費者保護の推進とともに、事業の健全
な発展のために必要な行政上の措置の検討に資するため、身元保証等高齢者サポ
ート事業の実態について、行政機関による事業者への実地調査を含めた全国調査

第２章 死後事務についての希望等の確認
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第６ デジタル遺品に関する準備及び履行

＜フローチャート～デジタル遺品に関する準備及び履
行＞

2 デジタル機器の整理・処理

3 SNS等の利用契約の解約及びアカウントの削除、追悼ア

カウントへの移行

4 定額課金サービスの解約、利用料金の滞納を原因とする

解約の検討

1 履行までの準備

▼

▼

▼

5 広告収入等のあるアカウントの処理

6 解約に応じてもらえない場合の相続人・相続財産清算人

への引継ぎ

▼

▼
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１ 履行までの準備

(１) デジタル遺品の特定・整理

デジタル遺品については、インターネット上のアカウントやデジタルデータ、オフ
ラインでのパソコン、スマートフォン、タブレット、携帯電話、USBメモリ等の記憶
媒体に保存されたデジタルデータ等多種多様なものが存在します。死後事務委任契約
を受任する際には、デジタル遺品に関して何を委任事務の対象とするか特定するとと
もに、相談者（委任者）が自らの死亡後デジタル遺品をどのように処理してほしいと
考えているかなど相談者（委任者）の希望を聴き取るなどして整理しておかなければ
なりません。
インターネット上のアカウントやデジタルデータについては、サービス名、サービ

ス提供事業者、ログインＩＤ及びパスワード等のアクセス情報等アカウントを特定す
ることができるだけの情報を把握しておくことが必要となります。また、パソコン、
スマートフォン、タブレット、携帯電話、USBメモリ等がどこに保管されているかを
把握しておく必要があります。
対象となるデジタル遺品を特定した上で、相談者（委任者）が自らの死亡後デジタ

ル遺品をどのように処理してほしいと考えているか、相談者（委任者）の希望に沿う
ことができるか検討していくことになります。

(２) サービス提供事業者・利用規約等の確認

インターネット上のアカウントについては、サービス提供事業者が定めている利用
規約等によって、死亡後のアカウントの取扱いやアカウント削除の際の手続、アカウ
ントの譲渡や相続の可否及びその届出方法（必要書類を含みます。）が異なることにな
ります。利用規約等において、任意の代理人に解約の権限がないとされることもあり
得るでしょう。
相談者（委任者）がアカウントの譲渡を希望したとしても、サービス提供事業者が

利用規約等で譲渡を認めないため、相談者（委任者）の希望を実現できないこともあ
ります。
相談者（委任者）の死亡後でもアカウント機能を利用できる追悼アカウントという

仕組みを用意している一部のサービス提供事業者もあります。
各サービス提供事業者の利用規約等によってインターネット上のアカウントの死亡

第５章 準備及び履行
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後の取扱方法が変わり得るため、対象となる各サービスの利用規約等の内容及び具体
的な手続を確認しておきましょう。
なお、インターネット上のサービスは、その内容や手続が頻繁に変更されますので、

死後事務委任契約締結時に想定していた利用規約等が変更され、想定していた手続が
できなくなる可能性があることを相談者（委任者）に説明しておくとよいでしょう。

(３) ログインＩＤ及びパスワード等のアクセス情報の確認、メール
アドレスの確認

インターネット上のアカウントやデジタルデータを削除するには、利用規約等に従
ってサービス提供事業者のヘルプセンター等に削除専用のフォームを送信するという
方法があります。
もっとも、利用規約等では利用者が任意に定める代理人による削除を受け付けてい

ないこともあります。
インターネットのサービス提供事業者には海外法人も多く、英語で書かれていない

文書や証明書については、専門の翻訳者による英訳の添付が求められる可能性がある
こと、インターネット上でアカウントを開設したときの氏名等の情報と除籍謄本や死
亡診断書等の公的記録における氏名等の情報が一致しないために削除専用のフォーム
での対応ができないこともあり得るでしょう。
そこで、事前に相談者（委任者）からログインＩＤ及びパスワード等のアクセス情

報を聴き取り、相談者（委任者）の死亡後に受任者が自らログインして解約手続を行
うことができるよう準備しておくとよいでしょう。ログインに際して、ログインＩＤ
及びパスワードの入力以外に、二段階認証としてアプリの利用や、メールアドレス、
携帯電話のショートメールサービス（SMS）にセキュリティコードを送信する形での
追加認証を求められる場合もあります。
なお、相談者（委任者）のログインＩＤ及びパスワード等のアクセス情報を確認す

るという対応が、不正アクセス行為の禁止等に関する法律３条及び５条での不正アク
セスに該当し得るかについても、相談者（委任者）の依頼に基づいてログインＩＤ及
びパスワード等のアクセス情報を取得した上でアカウントの削除等を行うことになり
ますので、正当な理由に基づくアクセスであるとして、不正アクセスには該当しない
と考えられます。
相談者（委任者）の希望する手続を実現するために、利用規約等を確認するととも

に、ログインＩＤ及びパスワード等のアクセス情報を取得するなど委任事務を執り行
うための準備をすることになるでしょう。
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(４) 利用料金の有無・滞納による契約解除の可能性の確認

インターネット上のサービスについては、有料のものと無料のものがあります。
相談者（委任者）がデジタル遺品としての対応を希望するサービスの利用料金の有

無を確認しておきましょう。
無料のサービスについては、利用規約等において長期間利用がない場合にアカウン

トの利用を停止するとの定めがない場合には、クレジットカードや口座振替による支
払がないため、受任者が無料のサービスを利用していることに気付かないことが多い
と思われます。この場合には、相談者（委任者）の死亡後もアカウントが残り続ける
リスクがあります。そこで、相談者（委任者）が受任者に対し、無料のサービスを利
用している旨を告げた上で、ログインＩＤ及びパスワード等のアクセス情報を伝え、
委任事務としてアカウントの解約手続を依頼することが有意義です。
有料のサービスについても、相談者（委任者）が受任者に対し、委任事務としてア

カウントの解約手続を依頼することがあり得ます。一方で、利用規約等で任意の代理
人に解約の権限がないとされたり、ログインＩＤ及びパスワード等のアクセス情報を
取得するなどしても二段階認証等により解約手続ができなかったりする場合がありま
す。
相談者（委任者）がインターネット上のサービスについて解約手続を委任事務とす

ることを希望したとしても、前記のように解約手続が困難な場合には、利用料金を滞
納することでサービス提供事業者からの解約の申入れを待つという方法もあり得ま
す。この場合には、解約手続が完了するまで利用料金を負担せざるを得ないこと等を
相談者（委任者）に説明しておくとよいでしょう。受任者としては、利用規約等にお
いて、利用料金を滞納したときにアカウントが解約される旨が定められているか確認
しておきましょう。
なお、利用料金が発生し続ける危険性がある場合には、受任者は、相続人に対し、

同様の説明をした上で、相続人により解約手続を行ってもらう可能性があることを説
明しておくことが好ましいでしょう。

(５) 解約手続に応じてもらえない場合の説明

インターネット上のアカウントやデジタルデータについては、利用規約等に従った
削除専用のフォームでの申入れや、ログインＩＤ及びパスワード等のアクセス情報を
聴き取った上で相談者（委任者）の死亡後にログインＩＤ及びパスワードを利用して
アカウントやデジタルデータの削除を行うことができる場合があります。
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４
定額課金サービスの解約、利用料金の滞納を原因とする解
約の検討

(１) 定額課金サービスの解約

相談者（委任者）が定額課金サービスのあるアカウントを保有している場合には、

死亡後に定額課金サービスの解約手続をしないと定期的な支払が発生し続ける可能性

があります。

相談者（委任者）が定額課金サービスについて死亡後に解約を希望する場合には、

受任者において解約手続を行うことが想定できるでしょう。もっとも、利用規約等で

は、利用者が任意に定める代理人が解約権者として想定されていないために、死後事

務委任契約を締結していたとしても、受任者では解約手続に応じてもらえない可能性

があります。

このような場合に備えて、定額課金サービスの解約においても、事前に相談者（委

任者）からログインＩＤ及びパスワード等のアクセス情報を聴き取り、相談者（委任

者）の死亡後に受任者が自らログインして定額課金サービスの解約手続を行うことが

できるよう準備しておく必要があります。

サービス提供事業者から不正アクセスであるとの指摘を受ける可能性もあるため、

死後事務委任契約を締結する際には、具体的なサービスの特定や当該契約に基づいて

ログインＩＤ及びパスワード等のアクセス情報を提供すること、これを利用して該当

の定額課金サービスにログインして当該サービスの解約及びアカウントの削除を行う

ことを具体的に定めておくとよいでしょう。

(２) 利用料金の滞納を原因とする相手方からの解約の検討

サービス提供事業者の利用規約等によっては、任意の代理人に解約の権限がないと

して解約手続を行うことができない可能性があります。

また、ログインＩＤ及びパスワード等のアクセス情報を取得した上でアクセスを行

おうとしても、二段階認証等によりアクセスが困難となる可能性があります。

そこで、定額課金サービスについては、クレジットカードが解約されたり、利用料

金の引き落とし口座が凍結されたりするなどクレジットカードや口座振替による支払

ができず利用料金を滞納することで、契約の相手方からの解約の申入れを待つ場合が

あり得ます。
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このような場合には、解約手続が完了するまでは利用料金を負担せざるを得ないこ
と、ログインＩＤ及びパスワード等のアクセス情報を取得していても解約手続ができ
ない可能性があること等を相談者（委任者）に説明しておくことが望ましいでしょう。
定額課金サービスの利用料金については、相続人に請求されることもあり得るため、

相続人に対しても説明をしておくとよいでしょう。

５ 広告収入等のあるアカウントの処理

(１) 広告収入等のあるアカウントの確認

相談者（委任者）が広告収入等のあるアカウントを保有しているか、死後事務委任
契約の委任事務として広告収入等のあるアカウントの削除・報酬の受領を希望するか、
死後事務委任契約の定めが遺言に反する内容となっていないか確認していくことにな
ります。
広告収入等のあるアカウントを保有しているかは相談者（委任者）でないと把握で

きない事柄であるため、受任者としては、相談者（委任者）に対し、サービス提供事
業者の名称やアカウント、ログインＩＤ及びパスワード等のアクセス情報等を確認し
ておきましょう。また、報酬を受け取るために設定していた預貯金口座は、相談者（委
任者）の死亡を報告したときに凍結されてしまうため、死亡後に報酬を受領するため
には一定の手続を行う必要があります。報酬の受領を希望する場合には、相続人にお
いて報酬を受領するか、死後事務委任契約の受任者として報酬を受領した上で特定の
相続人や受遺者へ引渡しをすることが遺言の内容に抵触しないかなどを検討し、相談
者（委任者）に説明しておくとよいでしょう。
広告収入等のあるアカウントについて報酬の受領を行わないままアカウントの削除

をしてしまうと、報酬を受領できなくなり、相続人との間で問題となることもあり得
ます。
なお、広告収入等のあるアカウントを相続することができるかは、サービス提供事

業者の利用規約等の定めによって異なります。サービス提供事業者の利用規約等によ
っては、アカウントを相続することができない可能性があります。一方で、相談者（委
任者）がアカウントに投稿していた動画や写真、文章等が著作権の対象となる場合に
は、相続人が当該著作権を取得することになると考えられます。
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(２) 広告収入等のあるアカウントの処理

相談者（委任者）が死亡した場合には、ログインＩＤ及びパスワード等のアクセス

情報を取得した上で正当な理由に基づくアクセスであるとして削除・報酬の受領を行

う方法が考えられます。

そのため、事前に相談者（委任者）から広告収入等のあるアカウントのログインＩ

Ｄ及びパスワード等のアクセス情報を聴き取り、相談者（委任者）の死亡後に受任者

が自らログインして解約手続を行うことができるよう準備しておくべきでしょう。

サービス提供事業者によって削除・報酬の受領の流れが異なるため、事前にヘルプ

センター等で手続の流れを確認しておくとよいでしょう。

死後事務委任契約を締結する際には、具体的なサービスの特定や当該契約に基づい

てログインＩＤ及びパスワード等のアクセス情報を提供すること、これを利用して該

当の広告収入等のあるアカウントにログインして利用契約の解約手続、報酬の受領及

びアカウントの削除を行うことを具体的に定めておくとよいでしょう。

死後事務委任契約と遺言が抵触する場合には、死後事務委任契約が効力を有しない

場合がありますので、注意を払っておきましょう。

６
解約に応じてもらえない場合の相続人・相続財産清算人へ
の引継ぎ

(１) 解約に応じてもらえない場合

死後事務委任契約においてデジタル遺品に関する条項の定めを置いていたとして

も、サービス提供事業者の利用規約等によっては、受任者に任意の代理人としての解

約の権限を認めないことから、死後事務委任契約書等を提示することでは委任事務を

履行することができない場合があります。

インターネット上のサービスについては変化のスピードが速く、ログインＩＤ及び

パスワード等のアクセス情報を取得し、解約手続をしようとしても、二段階認証以外

の生体認証や新しい技術の登場によって、受任者等の第三者がログインをして、アカ

ウントの解約手続を行うことが困難となる可能性もあるでしょう。

このため、ログインＩＤ及びパスワード等のアクセス情報を取得したにもかかわら

ず、受任者において利用契約の解約手続やアカウントの削除ができない可能性がある
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ことを相談者（委任者）に説明しておくことになるでしょう。
利用契約の解約手続やアカウントの削除ができない場合には、利用規約等により譲

渡や相続を否定されていない限り、契約上の地位は相続人に承継されることになりま
す。サービス提供事業者の利用規約等では、相続人による手続については認めている
ことが多いため、相続人により利用契約の解約手続やアカウントの削除を行うことが
想定されます。

(２) 相続人・相続財産清算人への引継ぎ

死後事務委任契約においてデジタル遺品に関する条項の定めを置き、受任者がアカ
ウントの削除を行おうとしたとしても、ログインＩＤ及びパスワード等のアクセス情
報が当該契約締結時と変わっているなどの事情により委任事務の履行が困難となるケ
ースがあり得ます。
また、広告収入等のあるアカウントの報酬の受領等が委任事務とされている場合に、

死後事務委任契約書等を提示しているにもかかわらず、サービス提供事業者が報酬の
支払を拒絶するなど、取引上の社会通念に照らして委任事務の履行が不可能となるこ
ともあり得るでしょう。
デジタル遺品について委任事務を履行することができない場合や、委任事務が履行

不能に陥ったとして死後事務委任契約が解除された場合には、広告収入等のあるアカ
ウントの報酬の受領に関する必要書類を相続人又は相続財産清算人に引き継ぐことが
あり得ます。
その上で、受任者は、サービス提供事業者との交渉に要した時間等を加味して、相

続人又は相続財産清算人との間で報酬について協議することになるでしょう。
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【参考書式22】 デジタル遺品に関する条項例
① 〔SNS等の利用契約の解約及びアカウントの削除〕

第○条 甲は、乙に対し、本日、以下に定める本件委任事務を乙に委任し、乙はこれを
引き受けるものとする。
① 〔省略〕
② 甲が指定するSNSをはじめとするインターネット上で提供されているサービス
（以下「SNS等」という。）の利用契約の解約及びアカウントの削除
③ デジタルデータの削除
④ 追悼アカウントの設定及び削除
⑤ 広告収入等のあるアカウントの削除及び報酬の受領
⑥ 〔省略〕
第○条 甲は、乙に対し、SNS等の利用契約の解約及びアカウントの削除に関する手続
を委任する。
２ 甲は、乙に対し、前項のSNS等のサービス及びアカウントを特定するに足りる情報、
SNS等のログインＩＤ及びパスワードその他のログインに必要な情報を別紙書面で提
示ないし提供することとし、これらの情報に変更があったときは、速やかに変更後の
情報を提示ないし提供するものとする。
３ 前項の情報の提示ないし提供を受けたにもかかわらず、乙においてSNS等の利用契
約の解除及びアカウントの削除ができない場合、甲は、乙がこれにより生じた損害を
賠償する責任を一切負わないことをあらかじめ承諾するものとする。ただし、解約及
び削除の手続の対象となるSNS等が課金を伴う場合、甲は乙が利用料金の滞納を原因
とする解除の方法によって契約を終了させる可能性があることをあらかじめ承諾する
ものとする。

② 〔デジタルデータの削除〕

第○条 甲は、乙に対し、甲が指定するデジタルデータの削除に関する手続を委任する。
２ 甲は、乙に対し、前項のうちインターネット上に保存されているデジタルデータに
ついて、サービス名及びアカウントを特定するに足りる情報、ログインＩＤ及びパス
ワードその他のログイン・削除の各手続に必要な情報を別紙書面で提示ないし提供す
ることとし、これらの情報に変更があったときは、速やかに変更後の情報を提示ない
し提供するものとする。
３ 甲は、乙に対し、有体物に保存されているデジタルデータについて、対象機器及び
対象機器の所在地等を特定するに足りる情報、ログインＩＤ及びパスワードその他の
ログイン・削除の各手続に必要な情報を別紙書面で提示ないし提供することとし、こ
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